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　鳥獣による農作物の被害を防止す
るため､電気柵などを設置する方に対
して補助金を交付します｡
補助の対象　電気柵､箱わな､防護
ネット､防護フェンスなどの鳥獣被害防
止対策設備に要する経費
補助額　上記の経費の1/3以内(1補
助対象者あたり年度内10万円が限度)
　①､②どちらかの方
①(ア)市内において､販売または自家
消費を目的として農地を耕作している
方
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　窓口の混雑緩和と待ち時間短縮の
ため､｢平日のマイナンバーカード手続
き｣は､事前予約制です｡オンラインで
の予約をお願いします｡
　市役所1階市民課 
　受取:掛川区域に住民登録されてい
る方
マイナンバーカード全般：掛川市に住民
登録されている方
　希望日の3開庁日前までに電子申請
または電話にて予約
※電子証明書更新の方もご予約ください
※夕方･木曜日夜間は予約　
が集中します｡空いている　
時間帯をご検討ください

マイナンバーカード手続きは
事前予約制

　　市民課(☎21-1141)
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鳥獣被害防止設備設置費補助金　最大10万円を補助
　　農林課（☎21-1147）

申

囲碁の打ち方･ルールを学びます｡一度見に来て
決めていただいても結構です｡
　電話または直接会場へ

囲碁入門･初心者教室
　　榛葉（☎090-1860-8782）

5/9～7/25の毎週土曜日9:30～
11:00/掛川囲碁同好会(御所原)※生
涯学習センター北/小学生以上
一般2,000円､小･中･高校生は無料

申

季節のお花でいけばなを作製します｡お花､道具
は用意します｡11月に、いけばな展を予定。
　電話またはショートメール

伝統文化親子教室
親子いけばな教室
　　久野（☎090-7686-9947）

6/6(土)､7/18(土)､9/26(土)､
10/10(土)､12/24(木)の10:00～
11:00/生涯学習センター(御所原)
小学生(幼稚園､中学生も可)
各回1,000円(花代)

申

①患者さんや家族が集い､語りあう場②歯科衛
生士によるミニレクチャー｢口腔ケアについて｣
　直接会場へ

がんサロン｢なごみ｣
　磐田市立総合病院がん相談支
援センター(☎0538-38-5286)

5/22(金)13:30～15:00
磐田市立総合病院 周産期母子医療
センター講堂(磐田市)
がん患者や家族/参加無料
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令和9年歌会始の
詠進歌募集
　　宮内庁式部職

　｢旅｣
歌に詠む場合は｢旅｣の文字が詠み込
まれていればよく､｢旅路｣｢旅籠｣｢旅
愁｣のような熟語にしても可
　9/30(水)※消印有効
提出方法　封筒に｢詠進歌｣と記入し
て郵送(〒100-8111宮内庁)
※詳しくは宮内庁ホームページをご参
　照ください
※お問い合わせは、宮内庁式部職宛
　てに郵便番号､住所､氏名を書き､返
　信用切手を貼った封筒を
　添えて9/20(日)までに郵送
　してください

　市内店舗で利用できる紙商品券の
取り扱いを希望する店舗を募集しま
す｡詳細は市ホームページをご確認く
ださい｡
　市内実店舗で､小売業･サービス業
などを営む事業者※一部対象外の業
種､商品あり
　4/15(水)～5/15(金)に市ホーム
ページから申し込みまたは市役所３
階産業観光課へ書類を提出
利用期間
8月上旬～9月下旬(予定)

物価高騰対策のための
商品券利用店舗を募集
　 産業観光課（☎21-1125）

　次の①～③の条件を全て満たす後
期高齢者医療制度の被保険者
①市内在住
②保険料を完納している
③後期高齢者健診を受診していない
　(しない)
助成額　1万円（年度内1回に限る）
対象医療機関
中東遠総合医療センター
　(☎050-1726-7886）
聖隷予防検診センター
　（☎0120-938-375）
聖隷健康診断センター
　（☎0120-938-375）
聖隷健康診断センター東伊場クリニック
　（☎0120-506-180）
浜松赤十字病院
　（☎053-401-1140）
菊川市立総合病院
　（☎36-5585）
市立御前崎総合病院
　（☎86-8867）
　4月～令和9年3月
　医療機関へ受診予約後､
国保年金課へご連絡くださ
い（電話または市ホームペー
ジから）｡
※受診費用と健診内容は､ドック予約
　時に医療機関へご確認ください
※受診費用から助成額を引いた金額
　を医療機関窓口でお支払いください
※脳･動脈硬化ドック､脳ドックのみの
　受診は助成対象外です

後期高齢者人間ドック費用の
一部を助成

　 国保年金課（☎21-1143）
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　公共交通利用料金助成 1人5,000
円分(タクシー券､バス乗車券､天浜線
助成券)
　75歳以上で運転免許証を自主返納
した方､免許証を一度も取得したこと
のない方
　また､免許証を持たない75歳以上の
高齢者のみの世帯の方は､毎年度申請
が可能です｡
　電子申請または市役所３階
都市政策課、大東・大須賀支所
地域支援係へ申請書を提出

高齢者公共交通外出助成券
5,000円分を助成

　　都市政策課(☎21-1151)

　広報かけがわ3月号で3月31日(火)
の閉館をご案内した千浜農村環境改
善センターについて､閉館時期を延期
し、利用調整期間を設けることとな
りました｡
　今後の利用方法や利用制限の有無
などの最新情報は､電話ま
たは市ホームページでご確
認ください｡

千浜農村環境改善センターの
当面のご利用について
未来共創課（☎21-1129）

　県は､平成18年度から県民のみなさ
まにご負担をいただき､荒廃森林の整
備を進めています｡令和元年度からは､
市町の森林環境譲与税を活用した森
林整備との役割分担を明確にして事業
を推進しています｡
　一方で､荒廃森林が新たに確認され､
集中豪雨などによる山地災害発生のリ
スクが高まっていることから､事業を継
続し森林づくり県民税を5年間延長さ
せていただくこととしました｡
　森の恵みを次世代に継承するため､
引き続きご理解をお願いします｡

森の力再生事業の継続と森林づくり
県民税の課税期間の延長
　　県税務課(☎054-221-2337)

　中遠農林事務所(☎0538-37-2301)

　マイナンバーカードの受け取り･更新
などの休日開庁を行います｡
　5/23(土)､6/6(土)･28(日)
8:30～12:00(全日程)
　市役所1階市民課 
　受取:掛川区域に住民登録されてい
る方
マイナンバーカード全般:掛川市に住民
登録されている方
　休日開庁日の3開庁日前までに電子
申請または電話にて予約
※マイナンバーカード以外の
　手続きは実施しません

マイナンバーカード
休日開庁を実施
　　市民課(☎21-1141)
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掛川国際交流センター(KIC)
スペイン語教室 参加者募集
　　NPO法人掛川国際交流センター

(☎24-5595)

　スペイン語の会話をあいさつから始
めてみませんか｡ネイティブと日本人
の講師が担当します｡
　4/24～7/17の金曜日19:30～
20:30(全10回､詳細はお問い合わせ
ください)
　生涯学習センター(御所原)
　筆記用具
　会員5,000円､一般7,000円(賛助
会員費2,000円を含む)
　4/1(水)～電子申請申
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(イ)設置する農地が鳥獣の被害を受け
ている､または受けるおそれがあること
(ウ)箱わなを購入する場合は､わなの
狩猟免許取得者であること
②(ア)鳥獣被害防止対策を実施する自
治会､部農会､その他の団体
(イ)箱わなを購入する場合は､構成員
にわなの狩猟免許取得者がいること
　4/1(水)～R9.3/15(月)までに市役
所3階農林課または支所へ申請書など
必要書類を提出
※予算がなくなり次第終了

　静岡県農業の担い手育成､農業や
農村の振興に取り組む農業者などの
組織に対し､必要な経費の1/2以内
（限度額あり）を助成し活動を支援しま
す｡

申

静岡県農業振興基金協会　一般事業の募集
　　(公社)静岡県農業振興基金協会（☎054-284-9545）

農林課（☎21-1147）

　4/1(水)～R9.3/31(水)事業で下記
に該当するもの
　5月上旬までに申請の意向を農業振
興基金協会に連絡し､事業内容などを
ご相談ください｡

担い手育成対策事業

地域農業振興対策事業

農村振興対策事業

農業者の経営能力や技術力向上､生きがい農業支援､
女性の活動推進などの､担い手育成活動
農産物のマーケティング､農業生産研究､安全･安心な
農産物づくり､鳥獣害対策､農地集積･耕作放棄地の
利活用､新技術開発普及､優良種苗供給などの､農業
振興活動
地域の特産品づくり､グリーンツーリズム､食農教育､
直売所の開設など､農村の振興活動

事業区分 事業の内容
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　春は､子どもが慣れない道で通園・
通学を始めます｡道路にいる子どもを
見かけたら､まずスピードを落とし､十
分な間隔と安全な速度で､子どもを交
通事故から守りましょう｡
【主な推進内容】
　通学路、生活道路における子どもを
　始めとする歩行者の安全確保
　｢ながらスマホ｣の根絶や歩行者優
　先などの安全運転意識の向上
　自転車･電動キックボードの交通ルー
　ルの理解･遵守の徹底
　交差点での｢止まる･見る･
　待つ｣の徹底

春の全国交通安全運動
4月6日(月)～15日(水)
　 危機管理課（☎21-1131）
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